
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月の消費生活相談（専門相談員による面談） 

 西濃６町のどこでも相談ができます（予約優先）。各会場とも午前 10 時～正午、午後１時～３時です。 

相談会場 専門相談員配置日 電話番号 

垂井町 9/ 3(火)、17(火) 22-1151 

関ケ原町 9/10(火)、24(火) 43-0070 

養老町 9/ 2(月)、20(金) 32-1108 

 

問合せ／企画調整課 生活安全係 

相談会場 専門相談員配置日 電話番号 

神戸町 9/ 9(月)、27(金) 27-3111 

輪之内町 9/ 5(木)、19(木) 68-0185 

安八町 8/12(木)、26(木) 64-3111 

SNS でお小遣いが稼げるというインターネットのサイトを知り、会員登録

しました。「相談に乗ってくれれば、50 万円をあげる。」というメールが届き

ました。何度かメールでやりとりをした後、お金を受け取るための手続き費用

を何度も請求され、その都度支払ってきました。しかし、一向にお金がもらえ

ません。 

知らない人から簡単な条件でお金がもらえるということはありません。

「お金を譲る」「話を聞いてくれるだけでお金をあげる」と言う相手とは絶

対にやりとりをしてはいけません。 

メールの相手は、サイトが雇った「サクラ」である可能性があり、お金を

もらうはずが、逆に何かと理由をつけてお金を請求されることになります。

後で、だまされたとわかってもお金は戻ってきません。 

少しでも変だと感じたら、早めに消費生活相談窓口までご相談ください。 
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お小遣いが稼げる？怪しいサイトにご注意 


